
賛否など態度決定に至った理由・討論　

令和６年１２月定例会

議案番号　議案名 議案第４４号　指定管理者の指定について

議員名・会派名等 鴫原舞

賛否態度 賛成

賛否など態度決定

に至った理由や

討論

議案第４４号指定管理者の指定について、同意すべきものとする

委員長の報告の通り、賛成の立場で討論いたします。

指定管理者にあげられているシンコースポーツ・松戸市スポーツ

協会共同事業体について、

「全国で蓄積した管理運営のノウハウを持ち現指定管理者として

の地域ネットワークを持っているシンコースポーツと、市民ス

ポーツの発展・生涯スポーツの普及に貢献し、松戸市のスポーツ

振興において重要な存在である松戸市スポーツ協会が連携するこ

とにより、地域利用者に寄り添え、松戸市にとって、大きな役割

を担える」と執行部より説明がありました。

松戸市スポーツ協会は一般財団法人として、公益性の高い活動を

行うことを目的とする非営利の法人形態であり、各種スポーツイ

ベントの開催、スポーツ指導者の育成、施設運営など、利益追求

ではなく市民のための運営であることは、約40の傘下の団体、そ

れぞれの活動でも確認できます。

また、シンコースポーツは、松戸市運動公園プールの開業前に行

われたヤゴ採集事業などを通じて、市民団体との積極的なコミュ

ニケーションを図る姿勢が見受けられました。

委員会質疑では、予約状況と利用実態に違いがあったことなど、

指摘がありました。

こちらについては、施設使用前に加え、使用した後にも　終了し

た時間を窓口で記入し、後から確認できる運用作りが始まってい
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るとのことで、問題が発覚した際、公正で公平な利用について、

その都度対策されていることが確認できました。

加えて、指定管理者として選定された後は、毎年一度行われる指

定管理者評価委員会の評価結果について、今年度からより詳しい

評価内容を確認できる仕組みが整備されていると聞き及んでおり

ます。

評価項目や評価視点も各評価委員の点数に偏りがでないよう細分

化されていることも、執行部へのヒアリングで確認できました。

公募型プロポーザルで、エントリーは一者でしたが、その後も　

公に確認できる情報が増えることで、指定管理者側の運営に対す

る責任意識は今まで以上に高まると考えます。

これらの理由により、同意すべきものとする　委員長の報告通

り、議案４４号に賛成いたします。
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